
様式２（第５条関係） 

 

固定資産短期貸付申請書 

 

  年   月   日 

 

公立大学法人福山市立大学理事長 様 

 

                    （申 請 者） 

                     住 所 

                                          

名 前               印 

（団体等の場合は、所在地・団体名・代表者名） 

                     連絡先 

                            

 

 次のとおり、公立大学法人福山市立大学の固定資産の短期貸付けを申請します。 

使 用 施 設  

使 用 目 的  

使 用 日 時 

   年  月  日（  ）    時から     時まで 

   年  月  日（  ）    時から     時まで 

   年  月  日（  ）    時から     時まで 

使 用 予 定 人 数            人 

駐車場利用予定台数            台 

参加費等徴収の有無  □有 （     円）  □無 

使 用 希 望 備 品 等  

備 考  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 貸付申請から使用許可までの手順 】   

① 仮予約を，電話【福山市立大学総務課 TEL（084）999－1112】 にて行ってください。 

 

② 仮予約は，次の各期の開始月の 3か月前から，複数日の仮予約が可能です。 

 

③ 仮予約の後，本学ホームページから，「固定資産短期貸付申請書」（１枚目）をダウン

ロードし，必要事項を入力のうえ，各期の初回使用予定日の１か月前までに，郵送また

は大学事務局窓口にて福山市立大学総務課へ提出してください。なお，電話での仮

予約後，使用予定日の１か月前までに申請書の提出がない場合は，全てキャンセルさ

れたものとみなします。 

 

④ 福山市立大学総務課より，使用予定日の２週間前までに使用許可書を交付いたしま

す。（申請者住所へ郵送いたします。） 

 

⑤ 使用については，許可後，学生サークル活動や学内行事等により重複した場合，使

用許可を取り消すことがありますのでご承諾ください。その際は，該当する使用月日の

２週間前までに，使用許可取消通知書をメールにて送信いたします。 

 

⑥ 使用当日，使用前に使用許可書を港町キャンパス防災センターの警備員へ提示し

てください。 

 

⑦ 使用許可後，天候その他やむを得ない事情等により使用をキャンセルされる場合は，

福山市立大学総務課へ電話連絡してください。 

ただし，その連絡日が土曜日，日曜日又は祝日の場合は，直接，港町キャンパス防

災センターの警備員に電話により連絡してください。 

TEL:（084）999－1110（港町キャンパス防災センター） 

 

⑧ その他，使用時の遵守事項は，別紙のとおりです。

原則として，午前 9 時から午後 5 時までの時間帯で講義室，アリーナまたは駐

車場の使用を許可します。 

 使用料納付は納付期日までに銀行振り込み支払いをしてください。 

［お振込み先］ 

中国銀行 福山支店 普通預金 2551832  ｺｳﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ﾌｸﾔﾏｼﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸ 



別 紙 

 

港町キャンパス施設使用時の遵守事項 

 

講義室，アリーナまたは駐車場の使用者は，使用にあたり次の事項を遵守してください。 

 

１ 使用時間を厳守し，必ず定刻までには使用を終えること。 

２ 使用許可を得た講義室，アリーナまたは駐車場のみ使用するものとし，使用後は清

掃をして原状に復すること。 

３ 駐輪場，トイレ，自動販売機，整備道具，清掃道具（アリーナ）を除き，キャンパス内の

その他の施設又は設備・物品は使用しないこと。 

４ ごみは必ず持ち帰ること。 

５ キャンパス内の通路部分に駐車・駐輪しないこと。 

６ 施設又は設備を損傷したときは，直ちに防災センター内の警備員に報告し，その    

 指示に従うこと。 

７ 使用時に大学が管理する施設や物品に損害を与えた場合は，弁償すること。 

８ 施設使用にあたり発生したいかなる事故についても，大学側の責任は一切問われな

いものであること。 

 

  その他，詳細については，福山市立大学総務課の指示に従ってください。 

 

 


